
議会運営委員会記録 

開 会 年 月 日 平成30年３月５日 

開 会 時 刻 午前８時57分 

閉 会 時 刻 午前９時04分 

 

 

出 席 委 員 名 

◎世古 明 ○品川幸久  中村 功  北村 勝 

 辻 孝記  吉岡勝裕  黒木騎代春  浜口和久  

中山裕司 

西山則夫（議長） 

鈴木豊司（委員外議員） 

欠 席 委 員 名  

署 名 者 中村 功  北村 勝 

担 当 書 記 野中久司 

 

 

 

 

 

審 査 案 件 

１ 予算特別委員会の設置について 

２ ３月定例会の議事日程の変更について 

３ 質疑・一般質問の発言順について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 者 

議会事務局長 

 

 

 

 伊 勢 市 議 会 
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会議の概要 

 世古委員長開会を宣言。 

 議長発言の後、会議に入り、会議録署名者に中村委員、北村委員の両委員を指名決

定した。 

 はじめに、「予算特別委員会の設置について」を議題とし、３月定例会において、資

料１の「伊勢市議会予算特別委員会・運営要綱」に基づき、予算特別委員会を設置す

ること及び委員数は、議長を除く25名とすることについて諮ったところ、全員異議な

く、そのとおり決定した。 

次に、「質疑・一般質問の発言順について」を議題とし、玉置局長から、議案質疑は

１名から、一般質問は４名から通告があり、配付した「質疑・一般質問事項」は、一

般質問の通告順に記載してあることを説明、また、件数の配分も含め３日間の議事の

運営について協議いただきたい旨お願いしたところ、発言もなく、まず、発言順につ

いて諮ったところ、事務局説明及び配付の「質疑・一般質問事項」のとおり決定した。   

続いて、３日間の議事の運営については各日の件数、時間配分なども含めて一切を議

長に委ねることを諮ったところ、全員異議なく、その旨を決定した。 

 この後、委員会を閉会した。 

 

 上記署名する。 

 

  平成30年３月５日 

 

 

   委 員 長 

 

 

 

   委   員 

 

 

 

   委   員 
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議会運営委員会局長説明文（平成30年３月５日） 

【３月定例会の議事日程の変更について】 

 

それでは、議長に代わりまして、御説明いたします。  

先の議会運営委員会の開会前に、当局から、説明がございました

が、追加議案の送付がありましたことから、議事日程の変更案を作

成いたしましたので、御説明を申し上げます。  

送付を受けました追加議案は、「議案第49号、平成29年度伊勢市

一般会計補正予算・第９号」でございます。  

それでは、日程の変更につきまして、御説明申し上げますので、  

「日程・案」を御高覧ください。  

先に御決定いただきましたとおり、本日、この後、午前10時に  

本会議の継続会議をお開きいただきます。  

「議案第１号・外９件一括」から「第46号」までの日程につきまし

ては、先に御決定いただいたとおりで変更はございません。  

次に、追加送付されました、「議案第49号」を上程し、当局説明、

質疑の後、関係常任委員会に審査付託いただきます。  

次に、「一般質問」をお願いいたします。  

 

なお、３月６日・火曜日でございますが、午後１時から産業建設

委員会をお開きいただくこととなりましたので、ご了承をお願いし

ます。 

  

次に、最終日の３月26日・月曜日でございますが、日程案の裏面

をお願いいたします。  

午前９時に議会運営委員会をお開きいただき、この日の議事日程に

ついて、御審査いただきます。  

続いて、午前10時に、本会議の継続会議をお開きいただきます。  

「議案第１号・外９件一括」から「第46号」までの日程につきまし

ては、先に御決定いただいたとおりで変更はございません。  

次に、追加議案であります「議案第49号」を上程し、  

関係常任委員会から審査結果の報告を願い、委員長報告に対する質

疑等の後、御決定いただきます。 次の、「報告第１号」の日程に

つきましては、先に御決定いただいたとおりで変更はございません。  

 

以上のとおり、日程の変更案を作成いたしましたので、  

よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 
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【質疑・一般質問の発言順について】 

 

それでは、議長に代わりまして、御説明いたします。  

質疑・一般質問の通告につきましては、２月28日・水曜日・正午

に締め切らせていただきましたが、お手元に配付いたしました「質

疑・一般質問事項」に記載のとおり、１名の方から議案質疑、４名

の方から一般質問、合わせて５件の通告がございました。  

資料の「質疑・一般質問事項」は、通告の順に記載しております

が、発言の順番につきまして、御協議の上、御決定いただきたいと

思います。  

 

また、質疑・一般質問を行う日程として、本日から３月７日・水

曜日までの３日間を充てておりますが、件数の配分も含め、３日間

の質疑・一般質問に係る議事の運営をどうするか、ということにつ

きましても、併せて、御協議いただきたいと思います。  

 

なお、本日は、散会後に「予算特別委員会」及び「各派代表者会

議」を、お開きいただくことといたしておりますので、このことも

御配慮いただいて、御協議をお願いいたしますので、よろしくお願

いいたします。 


